
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邑楽町立保育園・こども園保育業務支援システム導入事業 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月 

邑楽町 



１．目的 

　　本要領は、邑楽町立保育園・こども園保育業務支援システム導入事業実施にあたり、

最も適した契約の相手方となる候補者（以下「優先交渉者」という。）を選定するた

めの公募型プロポーザル方式の必要な事項を定める。 

 

２．業務概要 

　(１)業務名 

　　　邑楽町立保育園・こども園保育業務支援システム導入事業 

　(２)目的 

　　　町立保育園・こども園において、保育業務支援システムを導入し、登園の連絡や、子

どもの保育記録等をデジタル化することで利用者の利便性を向上させるとともに、職

員の業務負担の軽減や単純作業の省力化を図ることにより、保育業務に専念できる環

境を構築し、保育の質の向上につなげることを目的とする。 

　(３)内容 

　　　別紙「邑楽町立保育園・こども園保育業務支援システム導入事業仕様書」のとお

り。 

　(４)委託期間 

　　契約締結日から令和８年３月３１日まで 

なお、運用開始は令和７年９月１日を想定するものとする。 

※履行期間満了時については、必要に応じて契約更新をする場合がある。 

 

３．予算上限額（令和７年度分） 

　　９１９，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

　　※この金額は予定価格を示すものではなく、見積書を提出する際はこの金額を超えな 

いようにすること。 

 

４．実施形式 

　　　公募型プロポーザル方式 

 

５．参加資格 

　　公募型プロポーザルに参加できる者は、公告から優先交渉者の選定までの間におい 

て、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(１)邑楽町物品・役務競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 



(２)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項 

の規定に該当しない者であること。 

　　(３)邑楽町工事指名競争入札参加者指名停止基準等設置要綱により、指名停止期間中 

でない者であること。 

(４)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２ 

２５号）に基づき手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(５)次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

　　ア　役員等（個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員 

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。） 

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第 

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められ 

るとき。 

　　イ　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

　　ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 

損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認めら 

れるとき。 

　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す 

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 

していると認められるとき。 

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している　 

と認められるとき。 

　　カ　契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当 

該者と契約を締結したと認められるとき。 

(６)保育所を運営する他の地方公共団体において、導入・運用実績が複数件あること。 

なお、導入・運用実績は、公立施設における保育業務を総合的に支援するシステム 

の実績とし、機能単体システム（例えば午睡チェックシステム等）の実績は含めな 

い。また、運用の実態を伴わない可能性があることから、システムの無償提供も実 

績には含めない。 

 



６．参加申込手続（事前審査） 

(１)提出書類 

　　プロポーザルに参加を希望する者は、提出期限までに次の書類を提出する。 

　　　ア　参加申込書（様式１） 

　　　イ　参加資格等確認書（様式２） 

　　　ウ　業務実績報告書（様式３） 

　　　エ　業務実施体制調書（様式４） 

　　　オ　業務協力予定書（様式５） 

　　　カ　機能要件対応表（別紙１） 

　　　キ　見積書（令和７年度の導入費用とシステム使用料等） 

　　　　　導入費用、令和７年度のシステムの使用料及び保守料を記載すること。使用 

料及び保守料については月額もわかるようにすること。 

　　　ク　参考見積書 

　　　　　令和８年度から令和１２年度まで使用料及び保守料を記載すること。また、 

月額もわかるようにすること。 

ケ　財務諸表 

　　　　　直近決算２か年度分の賃借対照表及び損益計算書 

　　　コ　国税の納税証明書 

　　　　　法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

（提出日前３か月以内に発行されたもの。写し可） 

　　　サ　群馬県税の納税証明書（群馬県内に本店又は委任先営業所がある場合） 

（提出日前３か月以内に発行されたもの。写し可） 

　　　シ　邑楽町の町税の納税証明書（邑楽町内に本店又は委任先営業所がある場 

合）（提出日前３か月以内に発行されたもの。写し可） 

(２)提出期限 

　　令和７年８月８日（金）午後４時まで 

　　　※郵送の場合は、８月７日（木）の午後５時必着とする。 

　　　※提出期限を過ぎた後の提出は一切認めない。 

(３)提出部数 

　　正本１部又は電子媒体１セット 



(４)提出先 

　　邑楽町役場子ども支援課 

　　メールアドレス：child-sprt@swan.town.ora.gunma.jp 

(５)提出方法 

　　持参、郵送又は電子メール 

　　【留意事項】 

　　　・持参の場合は、土日祝日を除く、開庁時間（午前８時３０分から午後５時１５ 

分まで）の提出とすること。ただし、提出期限の日は午後４時までとする。 

　　　・郵送の場合は、提出期限の前日の午後５時必着とする。 

なお、郵送事故等については、町は責任を負わないものとする。 

・電子メールの件名を「事前審査提出書類（公募型プロポーザル）」とすること。 

　　　・電子メール送信後、受領確認のため担当者に電話すること。 

(６)その他 

　　　　ア　書類の提出に係る費用は申請者の負担とする。 

　　　　イ　参加資格の審査結果通知後であっても、参加資格があると認められた者が公 

告から優先交渉者の選定までの期間に指名停止措置を受けた等、参加資格要件 

を満たさない場合には、参加資格を取り消すとともに、書面によりその旨通知す 

る。 

 

７．事前審査方法とその結果の通知 

(１)事前審査方法 

担当課により、下記事項を確認のうえ判断する。 

・参加資格を満たしていること 

・見積金額が予算上限額内であること 

・財政状況は健全であること 

(２)結果通知日 

　　令和７年８月１４日（木） 

(３)通知方法 

　　郵送により通知とする。 

 

８．質問及び回答 



(１)質問方法 

質問がある場合は、電子メールにより提出すること。また、電子メールの件名を「公 

募型プロポーザルに関する質問について」とすること。 

(２)提出期限 

　　令和７年８月１日（金）正午まで 

(３)提出先 

　　邑楽町役場子ども支援課 

　　メールアドレス：child-sprt@swan.town.ora.gunma.jp 

(４)回答日及び回答方法 

　　令和７年８月４日（月）に町ホームページに掲載する。 

 

９．企画提案 

　(１)提出書類 

　　　企画提案書 

(２)提出期限 

　　令和７年８月２２日（金）午後４時まで 

　　※郵送の場合は、８月２１日（木）の午後５時必着とする。 

(３)提出先 

　　邑楽町役場子ども支援課 

(４)提出部数 

　　正本１部、副本７部、電子媒体１セット（DVD-R 等） 

(５)提出方法 

　　持参又は郵送により提出すること。 

【留意事項】 

　　　・持参の場合は、土日祝日を除く、開庁時間（午前８時３０分から午後５時１５ 

分まで）の提出とすること。ただし、提出期限の日は午後４時までとする。 

　　　・郵送の場合は、提出期限の前日の午後５時必着とする。 

なお、郵送事故等については、町は責任を負わないものとする。 

 

 



１０．企画提案書について 

　　　参加者は、本実施要領及び別紙「邑楽町立保育園・こども園保育業務支援システム

導入事業仕様書」に基づき、下記のとおり本案件に関する企画提案書を作成すること。 

(１)提出様式 

ア　様式は任意とするが、規格は A４版片綴じとする（縦書き・横書き、片面・両 

面の指定なし）。 

イ　提案書の枚数制限はなしとする。 

ウ　文字は１０.５ポイント以上とし、フォントは任意とする。 

エ　企画提案書には目次を付し、ページ下部にはページ番号を付すること。 

(２)表紙 

【タイトル】「邑楽町立保育園・こども園保育業務支援システム導入事業」 

【提案業者】〇〇会社 

【提出年月日】令和○年○年○日 

(３)企画提案書の構成 

ア　機能概要 

　　下記項目を記載すること 

　　①基本方針（システムのコンセプト） 

　　　　本町の目的を踏まえた事業者としての取組姿勢について 

　　②システムの特徴及び機能概要 

　　　　提案するシステムの機能及び内容、また、利用職員及び保護者の利便性向 

上等について 

　　　　　　③サポート体制 

　　　　　　　・保守内容や利用職員及び保護者へのサポート体制について 

　　　　　　　・研修計画及び研修体制について 

　　　　　　④運用・保守 

　　　　　　　・運用開始後の運用支援施策や体制 

　　　　　　　・障害発生を未然に防止するための具体的な対策・提案 

　　　　　　　・障害発生等の緊急時の連絡体制及び対応フロー 

　　　　　　⑤セキュリティ体制 

　　　　　　　・不正アクセス対策やデータバックアップ等のセキュリティについて 



　　　　　　　・個人情報保護方針について 

イ　業務実施体制 

本業務の実施体制を提示すること。各工程での事業者（協力業者含む）と本町 

の役割分担、工程名称、工程期間、作業内容、職員研修、テスト期間等について 

ウ　その他 

　　参加申込時に提出したウ～クの書類を綴ること。 

 

１１．最終審査の審査方法 

　　提出された企画提案書（プレゼンテーション）については、次の方法により邑楽町立

保育園・こども園保育業務支援システム導入事業審査委員会（以下「検討委員会」

という。）が審査する。 

(１)プレゼンテーション 

以下のとおり、各社３０分以内でプレゼンテーション（システムデモを含む）を行

う。 

ア　開催日 

令和 ７年８月２５日（月） 

イ　実施場所・開始時間 

邑楽町保健センター会議室 

※詳細については後日連絡する。 

ウ　出席者 

業務担当予定者を含め、 ５名を限度とする。 

エ　その他 

プロジェクターおよびスクリーン等は邑楽町で用意する。 

(２)審査方法 

ア　町が別に設置する検討委員会において、審査する。 

イ　審査は、企画提案書及び提出資料について、次の表に基づき、検討委員会が審

査を行う。合計得点が最も高く、かつ、検討委員の持ち点の合計の６割以上を

満たす提案者を優先交渉者とする。 

 

 



 

ウ　提案事業者が１者のみの場合であっても、プレゼンテーションを実施し、提案

内容の審査を行う。 

 

１２．結果通知と公表 

(１)審査結果は、本プロポーザル参加者全員に通知する。 

(２)審査結果の通知後、町のホームページにおいて結果公表を行う。 

 

１３．契約締結 

　　(１)契約候補者との協議等 

ア　契約交渉は、優先交渉者と行い、交渉が合意に至った後、企画提案書の提 

案内容を基に、邑楽町と協議の上、業務内容等を確定させ、見積書を提出し、 

その提案者と随意契約を締結する。 

 項目 審査観点 配点

 企画提案の評価 

（技術点）

基本方針・システムのコンセプト  

  

５点 

 システムの特徴及び機能詳細 １０点 

 サポート体制（ヘルプデスク・研修） １０点 

 運用・保守に関する事項 １０点

 セキュリティ対策及び信頼性の確保についての考

え方や対応 

１０点

 業務スケジュール ５点

 業務実績 １０点

 プレゼンテーション等の評価 ２０点

 提案価格  

（見積書）

（最低提案価格/提案価格）×１０点 

※小数点第１位を四捨五入 

１０点

 提案価格 

（参考見積書）

（最低提案価格/提案価格）×３０点 

※小数点第１位を四捨五入

３０点

 機能要件 （機能要件回答書の配点/９００点）×８０点 

※小数点第１位を四捨五入

８０点

 合　計 ２００点



イ　優先交渉者との契約交渉が不調に終わった場合は、次点提案者と契約交渉 

を開始する場合がある。 

(２)契約における注意事項 

ア　契約手続き及び契約書は、邑楽町契約規則（平成３１年邑楽町規則第４号） 

の定めにより行う。 

イ　契約の締結に際し、万一、提出書類の記載内容に虚偽の内容があった場合、 

契約締結をしないことがあるほか、本町が被った損害について、損害賠償を 

求めることがある。 

　　　　　ウ　導入費用、使用料及び保守料を１つの契約とし、支払額については、それら　　　　

の総額を月数で割った額とすること。 

 

１４．失格 

以下のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(１)提案内容に虚偽の記載を行った場合 

(２)提出期限までに提出場所に提案書類の提出がない場合 

(３)提出書類に不備がある場合 

(４)企画提案書受領から契約締結日の間に、参加資格要件を満たしていない場合 

(５)提案に関して談合等の不正行為があった場合 

(６)選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 

(７)見積金額が予算上限額を超えた場合 

(８)他の提案者と応募提案の内容について相談を行った場合 

(９)選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示した場 

　　合 

(10)委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

 

１５．その他 

(１)提出された全ての書類は、返却しない。 

(２)提出後の追加、修正及び削除は認めない。 

(３)提出された企画提案書は、提出した者に無断で本業務以外に利用しない。ただし、 

情報公開請求があった場合はその限りではない。 



(４)提出された企画提案書は、本業務に必要な範囲において複製することがある。 

(５)町が必要と認める場合は、追加で資料の提出を求めることがある。 

(６)企画提案書の提出は、１者１案とする。 

(７)本企画提案に係る費用は、邑楽町は一切負担しない。 

(８)検討委員会の構成員、参加者名簿等の内容についての質問は一切受け付けない。ま 

た、異議申し立ては認めない。 

(９)優先交渉者が、参加資格要件を満たさなくなった場合、または失格となった場合は、 

次点提案者を契約候補者とする。 

(10)企画提案書等の作成にあたっては、著作権等第三者の権利に対する侵害のないよ 

う十分留意すること。これらの問題が生じた場合は、提案者が責任を負うものとし、 

邑楽町は一切の責任を負わない。 

(11)参加表明書の提出後に本案件への参加を取り下げる場合は、速やかに子ども支援 

課児童支援係まで連絡するとともに、参加辞退届（任意様式）を文書で邑楽町長宛 

てに提出すること。なお、取り下げによる不利益な取り扱いはしない。 

(12)企画提案書等の著作権は、本業務の提案募集の審査結果が確定するまでの間は提 

案者に帰属する。 

 

１６．担当部署 

　　住所：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野２５７０番地１ 

担当：邑楽町役場子ども支援課児童支援係 

　　　　　橋本・穐間 

　　電話：０２７６－４７－５０４４ 

　　メールアドレス：child-sprt@swan.town.ora.gunma.jp


